
　工事を完了しましたので、建築基準法第7条の2第１項(同法第87条の2第1項又は第88条第1項において準用する場

合を含む)の規定による検査を申請します。申請にあたっては、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター確認検査

業務約款及び同確認検査業務規程を遵守します。また、この申請書及び添付図面に記載の事項は､事実に相違ありま

せん。　完了検査の申請に係る手数料については、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター確認検査業務規程に

基づき算定され、建築確認引受承諾書に明示された額を支払い、若しくは、建築確認申請に際して納入した検査予約

金から充当されることに同意します。また、計画変更により追加が必要な場合は引受承諾書に明示された額を支払います。

平成 年 月 日

印

印

□

□

年 月 日

（注意）　

□ 住建

□ 住建北

　　□有　　□無

建築物の名称

【検査を申請する建築物】

完了検査合格日

検査者

第17号様式

完　了　検　査　申　請　書

（ 第 一 面 ）

理　事　長　あて

引受日

検査日

建築場所

平成

　第四面に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者氏名

申請者氏名

※　合格証欄

課

　

長

検査の特例

※　検査欄※　受付欄

確認済番号

①　申請者又は設計者の氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

②　数字は算用数字を用いてください。

③　※印のある欄は記入しないでください。　

確認済証交付年月日

手数料 円 号第

※決裁欄

係

引受け日

公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター

第 号

住建北

住建



  この申請建築物には下記の〇印の内容に注意して工事してください。

  イ.建築基準法第44条

      道路の中心後退線内には門塀等を設けてはならない。

  ロ.建築基準法第54条

      第一種低層住宅専用地域又は第二種低層住居専用地域においては建築物の外壁又はこれに

      代わる柱の面から敷地境界線までの距離は都市計画において定められた限度以上  ( 1m又は1.5m )

      でなければならない。

  ハ.建築基準施行令第130条の12第1項第3号

      門塀などを設置するときは高さに注意すること。

※

 

処

 

理

 

･

 

意

 

見

 

欄

月 日

係接受

適合等済

係印 訂  正  を  要  し  た  事  項

訂正済

係    印

条名

処  理  経  過  ･  意  見

不適合事項等照会



第17号様式

　（規則第十九号様式）

建 築 主 等 の 概 要

【1．建  築  主】

【ｲ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．郵便番号】

【ﾆ．住       所】

【2．代  理  者】

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【3．設  計  者】

（代表となる設計者）

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【ト.作成した設計図書】

（その他の設計者）

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【ト.作成した設計図書】

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【ト.作成した設計図書】

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【ト.作成した設計図書】

（第二面1/3）

知事登録第

登録第

知事登録第

登録第

知事登録第

登録第

知事登録第

登録第

登録第

知事登録第

公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター



第17号様式

　（規則第十九号様式）

【4．建築設備に関し意見を聴いた者】

（代表となる建築設備に関し意見を聴いた者）

【ｲ．氏       名】

【ﾛ．勤  務  先】

【ﾊ．郵便番号】

【ﾆ．所  在  地】

【ﾎ．電話番号】

【ヘ.意見を聴いた設計図書】

（その他の建築設備に関し意見を聴いた者）

【ｲ．氏       名】

【ﾛ．勤  務  先】

【ﾊ．郵便番号】

【ﾆ．所  在  地】

【ﾎ．電話番号】

【ヘ.意見を聴いた設計図書】

【ｲ．氏       名】

【ﾛ．勤  務  先】

【ﾊ．郵便番号】

【ﾆ．所  在  地】

【ﾎ．電話番号】

【ヘ.意見を聴いた設計図書】

【ｲ．氏       名】

【ﾛ．勤  務  先】

【ﾊ．郵便番号】

【ﾆ．所  在  地】

【ﾎ．電話番号】

【ヘ.意見を聴いた設計図書】

【5．工事監理者】

（代表となる工事監理者）

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【ト.工事と照合する設計図書】

（その他の工事監理者）

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【ト.工事と照合する設計図書】

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【ト.工事と照合する設計図書】

知事登録第

登録第

登録第

知事登録第

（第二面　2/3）

知事登録第

登録第

公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター



第17号様式

　（規則第十九号様式）

【ｲ．資       格】 ( ) 建築士 ( 大臣 知事 ) 号

【ﾛ．氏       名】

【ﾊ．建築士事務所名】 ( ) 建築士事務所 （ ） 号

登録 年 月 日

【ﾆ．郵便番号】

【ﾎ．所  在  地】

【ﾍ．電話番号】

【ト.工事と照合する設計図書】

【6．工事施工者】

【ｲ．氏       名】

【ﾛ．営業所名】 建設業の許可 （ ） 第 ( 特 ･ 般 ) 号

許可 年 月 日

【ﾊ．郵便番号】

【ﾆ．所  在  地】

【ﾎ．電話番号】

【7．備考】

登録第

知事登録第

（第二面　3/3）

大臣 ･ 知事

公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター



（第三面）

【ｲ．地名地番】

【ﾛ．住居表示】

【2．工事種別】

【ﾛ．工事種別】

【3．確認済番号】

【4．確認済証合格年月日】

【5．確認済証交付者】

【6．工事着手年月日】

【7．工事完了予定年月日】

【8．検査対象床面積】 ㎡

【9．検 査 過 程】 （ 第 回 ） （ 第 回 ）

【ｲ．特定工程】 （ ） （ ）

【ﾛ．中間検査合格証交付者】 （ ） （ ）

【ﾊ．中間検査合格証番号】 （ 第 - 号 ） （ 第 - 号 ）

【ﾆ．交付年月日】 （ 年 月 日 ） （ 年 月 日 ）

【10．直前の確認又は前回検査以降の軽微な変更】

【ﾛ．変更の概要】

【12．備考】

【ﾊ．建築基準法第68条の20第2項の検査の特例に係る認証番号】

号

□新　築　 　□増　築　 　□改　築　 　□移　転　　

申請する工事の概要

【1．建築場所、設置場所又は築造場所】

号

月

日

□大規模の修繕　　□大規模の模様替え　　□建築設備の設置

【ｲ．建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】 第

年

住建 第

平成 日

公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター

平成 年 月

月 日平成 年

住建 住建

平成

【ｲ．変更された図書の種類】

平成

財団法人　兵庫県住宅建築総合センター 財団法人　兵庫県住宅建築総合センター

公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター



（第三面）

公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター



　第14号様式

（規則第二十六号様式）

（第四面）

工事管理の状況

確認を行った

部位､材料の種

類等

照合内容

照合を行った

設計図書

設計内容につ

いて設計者に

確認した事項

照合方法

照合結果(不適

の場合には建

築主に対して

行った報告の

内容)

敷地の形状､高さ､衛生

及び安全

主要構造部及び主要構

造部以外の構造耐力上

主要な部分に用いる材

料(接合材料を含む)の

種類､品質､形状及び寸

法

主要構造部及び主要構

造部以外の構造耐力上

主要な部分に用いる材

料の接合状況、接合部

分の形状等

建築物の各部分の位置､

形状及び大きさ

構造上耐力上主要な部

分の防錆､防腐及び坊蟻

措置及び状況

天井及び壁の室内に面

する部分に係る仕上げ

の材料の種別及び厚さ

開口部に設ける建具の

種類及び大きさ

建築設備の用いる材料

の種類並びにその照合

した内容、構造及び施

工状況(区画貫通の処理

状況を含む。)

備考

公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター



　第14号様式

（規則第二十六号様式）

（第四面）

確認を行った

部位､材料の種

類等

照合内容

照合を行った

設計図書

設計内容につ

いて設計者に

確認した事項

照合方法

照合結果(不適

の場合には建

築主に対して

行った報告の

内容)

室名 下地の種類及び面積

建築設備の用いる材料

の種類並びにその照合

した内容、構造及び施

工状況(区画貫通の処理

状況を含む。)

居室の換気設備

天井裏の換気設備

天井裏、小屋裏

形状・寸法・規

格・機器の性能

(換気風量）

気密層・通気止

めの状況

構造詳細図

圧力損失に係る

計算書

矩計図

使用建築材料表

建具表

居室の内装仕上げに用

いる建築材料の種別及

び当該建築材料を用い

る部分の面積

使用建築材料表

建具表

使用建築材料表

建具表

公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター


